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1 補助金の交付目的 
 ⾧崎市では、市民活動を行う団体の活性化及び充実を図り、市民と行政が一体となっ

た魅力あるまちづくりを推進するため、市民活動支援補助金制度を設けています。 
市内に活動拠点を置く市民活動団体を対象に、「市民活動団体が団体の構成員の人材
育成のために行う研修等派遣又は研修等開催事業」を募集します。 

 
２ 補助金の種別  
(1) 市民活動スタート補助金 

活動後間もない市民活動団体(設立 3 年未満の団体)が、その活動の基盤を整え、 
充実するために行う公益的な事業に対して交付する補助金。別添募集要項参照。 

(2) 市民活動ジャンプ補助金 
１年以上継続して活動している市民活動団体が、自らの資質を向上させ、その活動を
拡大させるために行う公益的な事業に対して交付する補助金。別添募集要項参照。 

(3) 市民活動人材育成補助金 
1 年以上継続して活動している団体が、構成員の人材育成のために行う研修等の派遣
事業又は研修等の開催事業に対して交付する補助金 

※ 上記(1)、(2)、(3)の補助金は、同一年度内に重複して申請することはできません。 
(1)、(2)については、別途募集要項がありますので、詳細はご確認ください。 

 
３ 補助対象団体  
 補助を申請できる団体は、「営利を目的とせず、市民が自主的に行う不特定多数のもの

の利益の増進に寄与する公益的な活動を行う団体」で、次の各号に該当する団体とし
ます。ただし、社団法人等の公益法人、宗教活動や政治活動又は選挙活動を目的とす
る団体並びに公益を害するおそれのある活動は対象になりません。 

(1) NPO 法に定める次の活動を主たる目的として行うこと 
 ①保健、医療又は福祉の増進、②社会教育の推進、③まちづくりの推進、④観光の振興、

⑤農山漁村又は中山間地域の振興、⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興、 
⑦環境の保全、⑧災害救援、⑨地域安全、⑩人権の擁護又は平和の推進、⑪国際協力、
⑫男女共同参画社会の形成の促進、⑬子供の健全育成、⑭情報化社会の発展、 
⑮科学技術の振興、⑯経済活動の活性化、⑰職業能力の開発又は雇用機会均等の拡充
支援、⑱消費者の保護、⑲①～⑱までに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関す
る連絡、助言又は援助 

(2) ⾧崎市内に活動拠点を有すること。 
(3) ５人以上の者で組織されていること。 
(4) 組織運営を定めた規約、会則等を有し、自主的で継続的な活動ができること。 
(5) 団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。 
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(6) (1)～(5)の項目のすべてを満たし、⾧崎市市民活動センターにおける団体登録の承認
を受けていること。 

※ 申請を行う団体が「NPO 法人の場合」は、NPO 法第 29 条の規定に基づき、直近の事
業報告書等について所轄庁(⾧崎県)へ届け出を行っていることが条件となります。事
務局から所轄庁へ確認を行いますので、法人としての必要な事務処理等を確実に 
済ませてから、ご申請くださいますようお願いいたします。 

(7) 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、⾧崎市暴力団排除条例に基づき、 
暴力団でないことの照会をさせていただきます。 

(8) 補助金の交付を受けた団体は、市民協働推進室が実施する研修会・講演会へ積極的に
参加すること。 

  
４ 補助の対象となる事業の期間  
 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までに行われる事業です。 
※ 支出については、補助金交付決定日以降から対象となりますので、ご注意ください。 

交付決定日以前の支出は、対象となりませんので、早めにご相談ください。 
 
５ 補助金の補助率等  
 人材育成補助金の補助率等は、次の表のとおりです。ただし、予算の枠内での交付と

なりますので、定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。 

種別 
市民活動人材育成補助金 

研修等派遣事業に係るもの 研修等開催事業に係るもの 

対象 
事業 

１年以上継続して活動している団体が、
構成員の人材育成のために行う研修等へ
の派遣事業 

１年以上継続して活動している団体が、
構成員の人材育成のために行う研修等の
開催事業 

補助 
金額 

１人につき５万円を限度 
1 事業あたり 10 万円を限度 
ただし、最低催行人数 15 人以上 

補助率 補助対象経費の１／２以内 

回 数 年度内において１団体につき２人まで 年度内において 1 回限り 

対象 
経費 

研修場所までの旅費、宿泊費(原則公共交
通機関で移動) 
研修を受けるための参加費・受講料(懇親
会費等は除く) 
その他の経費(その他市⾧が認めるもの) 

報償費(外部講師及び専門家等への謝礼) 
旅費(外部講師及び専門家の旅費宿泊費) 
需用費(研修に必要な消耗品費、資料等の
印刷製本費等) 
使用料・賃借料(研修会場の使用料等) 
その他の経費(その他市⾧が認めるもの) 
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次に該当する場合は、本補助金の対象となりません。 
・ 個人的な資格及び免許等の取得にかかる研修会へ派遣する場合 
・ 毎年あるいは隔年等定期的に開催される研修等(全国大会及び総会等を含む)に派遣 

する際、申請団体が過去 5 年間において同一研修等により人材育成補助金の交付を受
けている場合 

・ 視察だけの研修(相手団体の募集要項がないもの)、交流だけの研修会合 
・ 日本国外へ派遣する場合 
・ 同じ人が年度内に２回派遣される場合で、1 回目の派遣の際に補助金の交付を受け 

ている場合(所属団体が異なっていても対象とはなりません) 
・ 令和８年度において、「市民活動スタート補助金」及び「市民活動ジャンプ補助金」の

交付を受けている場合 
・ 令和８年度において、国又は地方公共団体から、当該事業または類似事業において、

ほかの制度による補助金等を受けて事業を行う場合 
・ 

 
・ 

過去 5 年間において、⾧崎市市民活動支援補助金の交付決定後、団体の責めに帰すべ
き事情により、事業を実施できていない場合 

市民活動人材育成補助金（研修等派遣・研修等開催）の交付が、今回で通算４回以上

となる場合 
 

6 応募方法  
 申請書類等について市民協働推進室までご持参ください。なお、支出については、補

助金交付決定日以降から対象となりますので、事前ヒアリング及び書類審査にかかる
時間を考慮し、対象となる派遣事業の約１ヶ月前まで、開催事業の約 2 ヶ月前までに
は申請してください。 
申込期限直前の申請については受理できない場合がありますので、必ず期日に余裕を
持った申込みをお願いいたします。 
提出様式は、ホームページからダウンロードできます。 
 

(1) 申請書類及び添付書類 ※太字は今年度から様式が変更しています。 

派遣事業に係るもの 開催事業に係るもの 

①⾧崎市市民活動支援補助金交付申請書(第 6 号様式) 

②団体に関する調書(市民活動センター団体登録証※) 

③団体の活動内容・実績等がわかる資料 

④研修等派遣事業計画書(第 7 号様式) ④研修等開催事業計画書(第 9 号様式) 

⑤研修等派遣事業収支予算書(第 8 号様式) ⑤研修等開催事業収支予算書(第 10 号様式) 
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⑥研修等派遣事業行程表 ⑥その他事業概要がわかる資料 

⑦研修等の概要及び申込書又はその写し 
 資格取得の場合は資格の詳細、団体の活動

との関連がわかる資料を添付してくださ
い。 

 

※⾧崎市市民活動センターへ登録していない場合は、事前に登録が必要となります。 
登録には、市民活動センター団体登録申請書、団体の構成員名簿の写し、団体の規約、 
会則の写しをご提出ください。なお、団体登録の承認には、審査が 1 週間程度かかりま 
すので、お早めに手続きください。 

 

≪ホームページへのアクセス方法≫ 
インターネットの検索画面で、「⾧崎市市民活動支援補助金」で検索 

 

７ 審査方法  

 本補助金の審査については、⾧崎市市民協働推進室がヒアリング及び書類審査を行い

ます。 

  

８ 審査結果及び通知  

 審査結果の詳細は、審査終了後、1～2 週間以内に各団体にお知らせいたします。 

  

９ 補助金の交付  

 補助金を概算払(事前払い)または精算払で交付します。 
※事務手続き上、請求書受理してから支払いまでに 2 週間必要となりますので、事前

払いを希望の場合は、期日に余裕を持った申込み(1 か月前)をお願いいたします。
それ以降となる場合は、「事前払いが間に合わず事業終了後の精算払いとなる」場合
もありますので予めご了承ください。 
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10  事業の実施１ 

 研修等開催事業を実施する際は、研修で使用する資料、チラシ、横断幕等に本補助金
制度による助成を受けている旨を表示していただきます。 
※以下のように、できるだけわかりやすく明示してください。 

 【参考】 

11 実績報告及び精算１ 

 派遣事業については、補助対象事業が完了した日から起算して 10 日以内、開催事業
については、補助対象事業が完了した日から 1 か月以内又はその翌年度の４月５日ま
でのいずれか早い日に「実績報告書」を提出してください。 
事業終了後、補助金の精算を行います。 
なお、補助額に余剰が生じた場合には返還していただくことになります。 

(1) 実績報告時の提出書類及び添付書類 ※太字は今年度から様式が変更しています。 

研修等派遣事業に係るもの 研修等開催事業に係るもの 

①研修等派遣事業実績報告書(第 14 号様式) ①研修等開催事業実績報告書(第 17 号様式) 

②研修等派遣事業完了報告書(第 15 号様式) ②研修等開催事業完了報告書(第 18 号様式) 

③研修等派遣事業収支計算書(第 16 号様式) ③研修等開催事業収支計算書(第 19 号様式) 

④補助対象経費に係る領収書及び一覧表 ④補助対象経費に係る領収書及び一覧表 

⑤研修等派遣先での資料又はその写し ⑤研修等の資料又はその写し 

 ⑥参加者名簿及び研修開催時の写真 

 
(2) 補助金精算後の提出書類 

研修等派遣事業に係るもの 研修等開催事業に係るもの 

①研修等派遣事業収支決算書(第 21 号様式) ②研修等開催事業収支決算書(第 22 号様式) 
 
12 活動報告会１ 

 補助金の交付を受けた団体は、公開による活動報告会で事業の報告していただきます。 
 

13 情報公開について２ 

 補助金制度の公平性・透明性を図るため、申請から事業報告までの書類等については、
個人情報にかかる部分を除き、原則情報公開の対象とさせていただきます。 

 

この事業は「令和 8 年度⾧崎市市民活動支援補助金」 
の交付を受けて実施しています。 
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14 申請から事業完了までのスケジュール１ 

≪事前払い(概算払)を希望する場合≫  ≪事後の支払い(精算払)で問題ない場合≫ 

事前相談(補助金の対象となるかどうか事前にお問い合わせください) 

 

書類の提出及びヒアリング(対象となる派遣事業の約１ヶ月前まで、開催事業は約 2
ヶ月前まで) 
※提出前にメール、FAX でいただければ、事前に内容を確認いたします 

 

⾧崎市市民協働推進室による書類審査 

 

審査結果の通知 

 

請求書の提出   

 

補助金の交付   

 

派遣当日研修等の派遣 

 

報告書等の提出(派遣事業は終了後 10 日以内、開催事業は 1 か月以内か 
4 月５日のいずれか早い日までに)・補助金の精算 

 

補助額の確定通知 

 

概算払い精算書の提出  請求書の提出 

 

  補助金の交付 

 

収支決算書の提出 

 

報告書等を⾧崎市ホームページにて公開 ※今年度から変更となりました。 

審
査
か
ら
通
知
ま
で 

一
・
二
週
間 

請
求
書
提
出
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ら 
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週
間
後
指
定
口
座
へ

振
り
込
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後
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座
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振
り
込
み 
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15 旅費算出の注意点１ 

 

(1) 旅行の経路は、経済的かつ合理的なものとし、他の用務のための延泊や迂回路に係

る交通費等は補助対象経費外とする。ただし、自然災害等による交通機関の運休や

遅延など、特段の事情があると認められる場合はこの限りでない。 

(2) 旅費は原則、自宅から目的地までの実費相当額とする。なお、市外居住者の派遣に

おいては、原則近隣市町とし、社会通念上適正と判断できる範囲内に限る。 

(3) 旅費を算定するに当たり、ホテルパックが使用できる場合はホテルパックを、それ

以外においても経済的な方法を使用するものとする。なお、主催者側からの指定が

あるなど、特別な事情がある場合はこの限りでないが、社会通念上適正と判断でき

る金額の範囲以内とする。 

(4) 宿泊費において、ホテル代等に朝食の提供が含まれていても、その全体を宿泊費と

みなし、対象経費に含めるものとする。なお、ホテルパックを使用する場合も同様

の取扱いとする。 

(5) ホテルパックによらない宿泊費は、⾧崎市の旅費規程に定める宿泊料の金額を上限

とする。 

(6) 主催者の指定等により食事（朝食を除く）付きの宿泊費が提示されている場合は、

宿泊費から食費に相当する金額を差し引いた額を宿泊費とする。 

(7) 交付決定金額と実績における金額に差異が生じた場合は、適正かつ合理的な理由が

あると認められる場合に限り、予算の範囲内で補助金精算時における交付金額の増

額を認めるものとする。 

(8) 旅費の算定に当たっては、⾧崎市の旅費規程に基づき算定するものとする。ただし、

行程において、経済的かつ合理的経路であればその経路を認めるものとする。その

場合の旅費算定額については、⾧崎市の旅費規程を上限とする。 
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A 近年の市民活動人材育成補助金交付団体及び補助対象事業一覧 
  

研修等派遣事業 
交付団体 補助対象事業 

令和５年度 

1 
特定非営利活動法人スポー
ツ＆エデュケーション⾧崎 

「第19回グラスホパー」指導者研修会への派遣事業 

令和6年度 

交付実績なし 

令和7年度 

1 
もってこい⾧崎レクリエー
ショングループ 
お手玉の会 

「第７９回全国レクリエーション大会inあいち」派遣
事業 

 
 
研修等開催事業 

交付団体 補助対象事業 
令和5年度 

交付実績なし 

令和6年度 

1 令和高島未来塾 
世界文化遺産・構成資産「北渓井坑跡」登録 
10周年記念に向けての研修会 

2 
「みんなにやさしいトイレ
会議」実行委員会 

災害時のトイレ（携帯・簡易トイレ） 
利用普及研修事業 

令和7年度 

1 
発達とあそびスタッフ研修
会開催事業 

発達とあそびスタッフ研修会開催事業 

2 
「みんなにやさしいトイレ
会議」実行委員会 

災害時のトイレ（携帯・簡易トイレ） 
利用普及研修事業 

  

参考資料 
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B 伝わりやすい申請書をつくるためのチェックシート 
 
 

◆伝わりやすい申請書をつくるためのチェックシート◆ 
 
 
 
 

どんなに素晴らしい活動でも、その素晴らしさを申請書で表現することが大切です。 
申請書は、⾧文で作る必要はありません。要点を抑え、簡潔な文章で作成するようにし

ましょう。 
申請書を提出する前に、このチェックリストでポイントを確認し、伝わりやすい申請書

を作成しましょう。 
申請書の書き方などで分からないこと、迷うこと、悩むことがあったら、まずは、市民

協働推進室へ問い合わせてみましょう。 
 

チェック内容 ☑欄 

必要な提出書類は全てそろっていますか? 
①交付申込書 ②団体に関する調書 ③計画書 ④収支予算書 ⑤その他必要書類 

□ 

団体名を正しく記入していますか? 
団体名に「特定非営利活動法人」等が含まれている場合は、省略することなく、団体の

会則・規約に記載している団体名を記載してください。 
□ 

代表者名を正しく記入していますか? 
代表者の肩書き(「理事⾧」「代表」など)も記載してください。 

□ 

申請する事業は、募集の内容と合致していますか? 
 よく分からない場合は、担当者へお尋ねください。 

□ 

6Ｗ3Ｈが明確に記載されていますか? 
ニーズ → Why(なぜ?)、Whom(対象は?誰のために?)、How far(どの程度まで?) 
手法 → What(何を?)、How(どのように?)、When(いつ?)、Where(どこで?) 
資源 → Who(誰が?)、How much(どれだけの費用で?) 

□ 

誰が読んでも理解できる文章になっていますか? 
※ 仲間だけが分かる言葉や専門用語を羅列していないか、第三者の視点でチェック 

しましょう。 
□ 

 

参考資料 
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Ｃ 研修等派遣事業申請時の必要書類の記入例 

 

第 6 号様式(第 8 条関係) 

 

長崎市市民活動支援補助金交付申請書 

 

●年●月●日 

 

長崎市長 様 

住 所   長崎市○町△番□号      

 

団体名   特定非営利活動法人ランタナ  

 

代表者名  理事長 協働 太郎     

 

  

平成 31 年度長崎市市民活動支援補助金の交付について、長崎市市民活動支援補助金 

交付要綱第 8条の規定に基づき、下記のとおり申請いたします。 

 

 

記 

 

1 申請する補助金の種類(該当する補助金にチェック☑すること) 

□ 市民活動スタ－ト補助金 

□ 市民活動ジャンプ補助金 

☑ 市民活動人材育成補助金 

 

2 事業名        ( 「●●フォーラム～▲▲との協働～」派遣事業 ) 

 

 

3 事業費総額     (    53,900    )円 

 

 

4 補助申請額     (    24,000    )円 

 

 

5 事業完了予定年月日 (   ●年●月●日  ) 

 

  

派遣事業の記入例 

提出年月日 

「代表者名」については、 

団体における代表者の 

「肩書き」を必ず記入する

こと。 

「事業費総額」と 

「補助申請額」につい

ては、「研修等派遣事業

収支予算書」(第 8 号様

式)を参照すること。 

長崎に帰る日 

「参加する研修名」に派遣事業

をつけてください 
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第 8 号様式(第 8 条関係) 

 

研修等派遣事業収支予算書 

 

団 体 名 特定非営利活動法人ランタナ 

事 業 名 「●●フォーラム～▲▲との協働～」派遣事業 

補助金の種別  ☑ 市民活動人材育成補助金 

実 施 期 間 ●年●月●日 ～ ●年●月●日 

 

(収入) 

費目 金額(円) 内訳(積算根拠) 

長崎市補助金 24,000  

自主財源 29,900 会費：29,900 

合 計 53,900  

 

(支出) 

費目 金額(円) 内訳(積算根拠) 

研修場所までの 

旅費、宿泊費 
45,900 

自宅から長崎空港 バス代(往復)1,600 

飛行機(長崎空港～羽田空港)及びホテル代 

(パック料金)：42,500 

飛行場から会場までの電車代 

△△交通：1,000(＠500×2) 

会場からホテルまでのバス代 

●●バス：800(＠400×2) 

研修を受ける 

ための受講料 
4,000 

参加費：2,000 

テキスト代：2,000 

その他の経費 0  

補助対象経費合計 49,900  

補助対象外経費 4,000 懇親会費：4,000 

事 業 費 総 額 53,900  

 

補助対象経費×1/2＝長崎市補助金 

49,900×1/2＝24,950⇒24,000 

(千円未満切捨て) 

テキストではなく、参考資料と

して講師が執筆した図書などの

購入を勧められる場合があると

思いますが、募集要項等に研修

会の参加に購入が義務づけられ

ていなければ、対象外経費とな

ります。 

派遣事業の記入例 
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Ｄ 研修等開催事業申請時の必要書類の記入例 

 

第 6 号様式(第 8 条関係) 

 

長崎市市民活動支援補助金交付申請書 

 

●年●月●日 

 

長崎市長 様 

住 所   長崎市○町△番□号      

 

団体名   特定非営利活動法人ランタナ  

 

代表者名  理事長 協働 太郎    

 

  

平成 31 年度長崎市市民活動支援補助金の交付について、長崎市市民活動支援補助金 

交付要綱第 8条の規定に基づき、下記のとおり申請いたします。 

 

 

記 

 

1 申請する補助金の種類(該当する補助金にチェック☑すること) 

□ 市民活動スタ－ト補助金 

□ 市民活動ジャンプ補助金 

☑ 市民活動人材育成補助金 

 

2 事業名        ( ●●●●スキルアップ研修会開催事業 ) 

 

 

3 事業費総額     (   161,000    )円 

 

 

4 補助申請額     (    80,000    )円 

 

 

5 事業完了予定年月日 (   ●年●月●日  ) 

 

  

開催事業の記入例 

提出年月日 

「代表者名」については、

団体における代表者の 

「肩書き」を必ず記入する

こと。 

「事業費総額」と「補助申

請額」については、「研修

等開催事業収支予算書」

(第 10 号様式)を参照する

こと。 

研修の最終日 



- 14 - 

 

研修等開催事業計画書 

 

開
催

事
業

の
記

入
例
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第 10 号様式(第 8 条関係) 

 

研修等開催事業収支予算書 

団体名 特定非営利活動法人ランタナ 

事業名 ●●●●スキルアップ研修会開催事業 

補助金の種別 ☑ 市民活動人材育成補助金 

実施期間 ●年●月●日 ～ ●年●月●日 

 

（収入） 

費目 金額（円） 内訳（積算根拠） 

長崎市補助金 80,000  

自主財源 81,000 団体事業費 81,000 円 

合計 161,000  

 

（支出） 

費目 金額（円） 内訳（積算根拠） 

報償費 100,000 △△△△ 謝礼金 100,000 円 

旅費 50,000 
飛行機(長崎空港～羽田空港)及びホテル代 

50,000 円(パック料金) 

需用費 1,000 
研修時使用資料コピー代 

1,000 円(@5 円×10 枚×20 部) 

使用料・賃借料 10,000 
新興善メモリアルホール使用料 6,000 円 

附属設備使用料 4,000 円 

その他の経費 0  

補助対象経費合計 161,000  

補助対象外経費 0  

事業費総額 161,000  

 

 

開催事業の記入例 

補助対象経費×1/2＝長崎市補助金 

161,000×1/2＝80,500→80,000 

(千円未満切捨て) 


